
地方創生事業（南の拠点整備事業・就地拡大事業）の推進

鹿屋体育大学と垂水市との
包括連携協定締結式

報道機関　各位

垂水市記者発表（平成 29年３月 22 日付）

標記の件につきまして、下記の実施いたします。取材方をお願いいたします。
※本市WEBサイトにおいても情報を掲載しております。
※本資料は、県政記者クラブ・鹿屋記者クラブに送信しております。

■資　料　本紙を含む 1枚

■日　時　平成 29年３月 29日（水）　午後 3時

■場　所　垂水市役所　３階　第一会議室

■参加者　垂水市／尾脇市長　ほか

　　　　　鹿屋体育大学／松下雅雄学長　ほか

■目　的　垂水市及び鹿屋体育大学は、同じ大隅半島にあることから、これまでスポーツ振興、

　　　　　健康づくりに対して、互いに連携してきました。今回、垂水市の地方創生事業で

　　　　　ある南の拠点整備事業、就地拡大事業の推進にあたり、互いに有する地域資源や

　　　　　知的財産を有効活用し、地方創生が目指す人口減少対策、経済対策、そして、地

　　　　　域社会及び人材育成の発展に寄与することを目的に包括連携協定を締結します。

■内　容　①南の拠点整備事業（地方創生拠点整備交付金事業）における

　　　　　　マリンスポーツ施設整備計画への参加

　　　　　②就地拡大事業への参加　※上記事業のプラットホーム

　　　　　③マリンスポーツをはじめとするスポーツ振興・スポーツビジネスモデルの構築

　　　　　④従前のスポーツ振興、健康づくり関係　ほか

■問い合わせ先　垂水市／企画政策課政策推進係　☎ 0994-32-1111（内線 245）

　　　　　　　　鹿屋体育大学／総務課広報係　0994-46-4818

■情報発信元　垂水市企画政策課　秘書広報係　担当　庭田・峯元　☎ 0994-32-1111


